
建設キャリアアップシステム活用モデル工事実施要領 

 

（目的） 

第１条 公共工事の品質を確保するためには、優れた技能と経験を有する技能者を将来にわたっ

て確保・育成することが不可欠であることから、建設キャリアアップシステム（以下「CCUS」

という。）の活用を促し、技能者の処遇改善及び中長期的な技能者の確保・育成に配慮すること

が求められている。 

本要領は、三重県が発注する CCUS の活用拡大を図る「CCUS 活用モデル工事」（以下「モデル

工事」という。）の実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 本要領において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。 

（１） 「CCUS」とは、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に       

登録・蓄積する仕組みをいう。システムの運営主体は（一財）建設業振興基金である。 

（２） 「下請事業者」とは、建設業法第２条第５項に規定する下請負人をいう。 

（３） 「技能者」とは、元請事業者及び下請事業者の現場従事者をいう。 

（４） 「事業者登録」とは、CCUS に事業者を登録することをいう。 

（５） 「技能者登録」とは、CCUS に技能者を登録することをいう。 

（６） 「管理者 ID（現場管理者 ID）登録」とは、元請事業者が CCUS に現場管理者を登録する

ことをいう。 

（７） 「カードリーダー」とは、CCUS に対応した IC カードリーダーをいう。 

（８） 「現場利用料（カードタッチ費用）」とは、CCUS のシステム利用料のうち、技能者の 

就業履歴回数（カードタッチ）毎に発生する料金であり、元請事業者が支払いを行う 

費用をいう。 

 

（対象工事） 

第３条 モデル工事の対象とする工事については、以下のとおりとする。 

（１） 三重県が発注する「土木一式工事」「建築一式工事」を対象工事とする。 

なお、発注機関の長がモデル工事の対象に必要と判断した工事は、土木一式工事及び建

築一式工事以外の他業種を対象とすることができる。 

（２） 発注機関の長がモデル工事になじまないと判断した工事は対象としない。 

 

（入札参加資格） 

第４条 モデル工事における入札参加資格は、以下のとおりとする。 

入札時に建設キャリアアップシステム事業者登録が完了していること。また、特定建設工事

共同企業体及び経常建設共同企業体においては、全ての構成員が建設キャリアアップシステム

事業者登録を完了していること。 

なお、入札参加者は「建設キャリアアップシステム事業者登録確認書」を入札時に提出する

ものとする。 



（入札公告等） 

第５条 モデル工事の入札公告等は、以下のとおりとする。 

（１） 発注者は、発注にあたり別紙１及び２のとおり、モデル工事の対象である旨を入札公告

別表及び特記仕様書に明示するものとする。また、建設工事発注見通し並びに入札情報

サービスシステム（PPI）においてもモデル工事の対象案件であることを明示するものと

する。 

（２） 入札参加者は、入札時に別紙３に示す様式により、第４条に示す入札参加資格を確認で

きる書類を提出するものとする。 

（３） 発注者は、（２）により提出された書類について、競争入札審査会にて審査を行うものと

する。 

 

（実施方法等） 

第６条 受注者は、モデル工事を実施するにあたり、以下のとおり実施するものとする。 

（１） 受注者は、CCUS 活用内容を施工計画書に記載し発注者へ提出するとともに、工事着手前

に「管理者 ID（現場管理者 ID）登録」及び「現場におけるカードリーダー設置」の完了

時期を協議し承諾を得ること。 

（２） 受注者は、「①管理者 ID（現場管理者 ID）登録」及び「②現場におけるカードリーダー

設置」が完了した時点で、発注者に以下の確認ができる資料を添付し報告を行うこと。 

 報告項目 確認できる資料の例 

① 管理者 ID（現場管理者 ID）登録 現場管理者 ID登録完了メール 

もしくは 

現場管理者 ID でのログイン画面コピー 

② 現場におけるカードリーダー設置 現場の設置状況写真 

（３） 受注者は、（２）の項目が達成できない場合、発注者にその理由を報告すること。 

２ 受注者は、モデル工事完了後に CCUS 活用状況アンケートを発注者へ提出すること。 

３ 受注者の責によらない不測の事態が生じ、モデル工事の遂行が困難となった場合は、受発

注者の協議によりモデル工事の対象外とすることができる。 

 

（CCUS 活用にかかる費用） 

第７条 CCUS 活用のためのカードリーダー設置費用及び現場利用料（カードタッチ費用）につい

ては、それぞれ以下のとおり設計変更時に支出実績に基づき、共通仮設費（技術管理費）とし

て積上げ計上するものとする。この際、これらの費用は現場管理費率、一般管理費等率の対象

外とする。 

  なお、当該工事の技能者登録、下請事業者の事業者登録及び管理者 ID（現場管理者 ID）登録

にかかる費用（登録料・利用料）については、受注者の負担とする。 

（１）カードリーダー設置費用 

カードリーダーの購入費用について、購入を証する領収書等による支出実績と現場での

使用実績を確認し、支出実績に基づき費用を計上する（新規購入に限る）。このほか、カ



ードリーダーではなく、顔認証カメラや顔認証型のリーダーで入構管理を行う場合につ

いても、支出実績に基づき費用を計上する（新規購入に限る）。 

なお、CCUS の継続的な活用の観点から、リースの場合は、受注者の負担とする。また、

カードリーダー以外の機器（パソコン、タブレット）費、設置費及び通信費は、受注者

の負担とする。 

【カードリーダー、顔認証カメラ、顔認証型リーダーの費用】 

現場で使用する OS 単価 備考 

Windows 10,000 円／１台（税抜）を上限 原則、１工事あたり１台とする。 

iOS 30,000 円／１台（税抜）を上限 

 

（２）現場利用料（カードタッチ費用） 

現場における現場利用料は、受注者が提出する当該現場に係る現場利用料の明細に基

づき、費用を計上する。 

なお、現場でカードタッチを失念した場合の事後補正については、（一財）建設業振

興基金による請求に含まれる範囲に限り対象とする。 

 

（工事成績評定点等の加点） 

第８条 工事成績評定点等の加点は行わないこととする。 

 

 (発注時にモデル工事の対象としていない工事の扱い) 

第９条 三重県県土整備部が発注する工事（業種は問わない。ただし災害復旧工事は除く。）で発

注時にモデル工事の対象としていない工事において、契約後、受注者から申し出がある場合には、

発注者との協議によりモデル工事として設定できるものとする。ただし、当該工事の契約までに

建設キャリアアップシステム事業者登録が完了しているものに限る。 

２ 前項の協議は、契約の締結後速やかに、工事打合せ簿により発注者と協議するものとする。

協議の際には、登録完了が確認できる資料を提出するものとする。 

３ モデル工事の実施にあたっては本要領を準用するものとする。 

 

(その他) 

第１０条 発注者は、受注者に対し工事完成後に CCUS 活用モデル工事に関する調査等の協力を求

めることがある。 

また、この要領に定めのない事項については、受発注者の協議により定めるものとする。 

 

 

附 則 

この要領は、令和３年１０月１日から施行する。 

この要領は、令和４年 ４月１日から施行する。 

この要領は、令和４年１０月１日から施行する。 



（別紙１）入札公告別表 

 



（別紙２）特記仕様書 No.1 

 



 

（別紙２）特記仕様書  No.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別紙３）確認書 

 

 


